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第 1 総則 

 本仕様書は，大崎地域広域行政事務組合（以下，発注者という。）が発注する「特定建築物定

期調査業務（大崎広域本庁舎）」に適用する。 

 

第２ 業務概要 

１ 業務名称 

特定建築物定期調査業務（大崎広域本庁舎） 

２ 業務場所 

●所 在 地  宮城県大崎市古川千手寺町二丁目５番２０号 

●対象施設  大崎地域広域行政事務組合本庁舎（以下，「本庁舎」という。） 

●敷地面積  １１，９８４．６８㎡ 

●施設概要 

棟名称 構造 階数 建築面積(㎡) 延べ面積(㎡) 

庁舎棟 RC 造一部 S 造(基礎免震) 地上 5 階 1,107.89 4,786.26 

車庫兼防災倉庫 S 造 地上 1 階 492.80 492.80 

主訓練棟 RC 造 地上 4 階 74.32 227.82 

副訓練棟 RC 造一部 S 造 地上 3 階 128.17 268.32 

自家用給油取扱所 S 造 地上 1 階 7.26 18.06 

自転車駐輪場 S 造 地上 1 階 4.05 19.80 

（付帯施設） 

防災ヘリポート，出動表示板，無線塔，消防用ホース乾燥塔，屋外照明設備， 

訓練用防火水槽，非常用発電設備，太陽光発電設備，防災調整池，国旗掲揚塔， 

屋外掲示板，駐車場 等 

３ 業務目的 

本業務は，建築基準法第１２条第２項に基づき，本庁舎の各施設について専門的な技術

を有する資格者により調査し報告書を作成することを目的とする。 

 ４ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 ５ 支払方法 

   業務完了後一括払（請求書受理後３０日以内に支払う） 

 

第３ 業務方針 

 １ 業務範囲 

    本仕様書は，業務の基本的内容について定めるものであり，本仕様書に明記されていな

い事項であっても，業務の目的達成のために必要事項，又は業務の性質上当然必要と思わ

れるものについては，受注者の責任においてすべて行うものとする。 

 ２ 法令の順守 
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    受注者は，業務の履行にあたっては，関係法令等を遵守しなければならない。 

 ３ 有資格者の確保 

    法令上必要となる有資格者は，受注者で確保しなければならない。 

 

第４ 業務内容 

 １ 業務の範囲及び内容 

本庁舎における特定建築物定期検査及び報告書等の作成 

 ２ 調査・検査資格者 

    一級建築士又は二級建築士若しくは建築基準法第１２条の２に定める資格を有する者

（国土交通大臣が資格を認めた者） 

 ３ 報告 

    点検結果報告書を作成し提出すること。なお，不具合が発見された場合は是正のために

必要な対応も記載すること。 

 ４ 注意事項 

    本業務は，関係法令，平成２０年３月１０日国土交通省告示第２８２号（改正：令和５

年３月２０日国土交通省告示第２０７号），日本建築防災協会「特殊建築物等定期調査業

務基準」（最新版）等により実施すること。なお，検査に必要な機器等は，受注者におい

て準備すること。 

５ その他 

  （１）法令等が改正された場合は，これに適合した調査・検査を実施すること。 

  （２）業務内容により関係官庁へ許認可申請，報告及び届出等の必要がある場合には，受注

者負担により手続きを行うこと。 

 

第５ その他 

 １ 留意事項 

    受注者は，業務の実施にあたり，庁舎における秩序の維持及び施設の保全管理に配慮し，

次に掲げる事項について留意しなければならない。 

 （１）業務の実施にあたっては，労働安全衛生法その他関係法令を遵守し，誠実迅速かつ効率

的に行うこと。 

 （２）業務の実施に際し発注者からの指示あった場合は，その指示に従うこと。 

 （３）業務の実施に必要な機材等は受注者が負担するものとする。 

 （４）業務の実施に伴う受注者の疾病，傷害，その他の事故については，その原因の如何に関

わらず，受注者の責任において措置するものとする。 

 

 ２ 資料の貸与及び返却 

当組合が保有する資料は、無償で貸与する。ただし、万一資料に損傷を与えた場合には、

責任をもって修復すること。なお．業務完了後は、資料の内容を確認し、速やかに返却す

ること。 
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３ 損傷の報告及び補修 

 （１）業務の実施中に施設，設備等に破損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障を生ず

るおそれのある状況を発見した時は，速やかに発注者に報告するとともに，軽微なものは

発注者との協議により補修するものとする。 

 （２）この仕様書に記載されている内容以外で受注者の業務の範囲内と思慮される軽微な業務

については，発注者と協議の上，契約額の範囲内で実施するものとする。 

  

４ 実施計画書及び報告書の提出 

 （１）受注者は着手前に「実施計画書」，「緊急連絡体制表」を提出し，発注者の承諾を得る

こと。また，業務を実施した時は，施工写真を貼付した報告書を提出すること。 

 （２）委託業務で法律に基づく手続き及び提出書類の作成等は，受注者の負担において行うも

のとする。 

 

５ 業務完了及び提出図書等 

 （１）業務完了 

    受注者は業務完了後，速やかに完成時提出書類を組合に提出し，組合担当者（調査職員）

立合いのもとに完成検査を実施し，合格をもって完了とする。 

 （２）提出図書等 

    受注者は，着手前に着手届及び作業工程表，管理技術者等通知書（経歴書及び一級建

築士又は二級建築士若しくは建築基準法第１２条の２に定める資格を証する書類（国土交

通大臣が資格を認めた者）の写しを添付）などを提出するほか，業務の実施後に報告書

等を提出するものとする。 

 

６ 暴力団等の排除について 

（１）この契約の履行期間中に大崎地域広域行政事務組合が発注する建設工事等からの暴力団

等の排除措置要綱（平成２４年１０月１日施行。以下「排除要綱」という。）の措置要件

に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。 

（２）発注者から指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者にこの契約の全部又は一

部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託

をさせた者が，排除要綱の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解

除を求めることがある。 

（３）この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）か

ら不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を

行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者

が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察に通報を行うととも

に捜査上必要な協力を行い，直接元請負人に報告する措置を行うよう指導すること。なお，

暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，捜査協力及び発注者への報告が

適切に行われた場合で，これにより，履行遅滞等が発生するおそれがあると認められると
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きは，必要に応じて，工程の調整，工期の延長等の措置を講じる。 
























